
「業務改 blやすくなと

'書

令和3年3同ねlら

が

賄威金の
概専

『業務改善助成金迅は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金 (事業場内

最低賃金)」 の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

設備投資など (機械設備、コンサルテイング導入や人材育成・教育訓練)

を行つた場合に、その費用の一部を助成します。

輔詳しくはHPをご
｀
覧ください ! 業務改善助成金
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【事業場内最低賃金

900円未満】
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生産性要件を

満たした場合は

9/10(※ 2)

【事業場内最低賃金
900円以上】
3/4

生産性要件を

満たした場合は
4/5(※ 2)

以下の2つの要件を

満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模100人以下

90円コース
90円
以上

涎■3_10人以

(※ 1)10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件 :事業場内最低賃金900円未満の事業場

②生産量要件 :売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近 3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同し月に比べて、

300/O以上減少している事業者
(※ 2)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から葺出した、労働者 1人当たりの付加イ面イ直を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算詈類に基づく生産性と、その 3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率

が一定水拳を超えている場合等に、加 して支給されます。
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変更後のコース向番

引上
区分

○助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。



との他の変更点
◆ PC、 スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果力精紛られる場合は対象になります。

※特例のうち、②生産量要件に該当する場合であつて、引上げ額30円以上の場合に限ります。

◆ 同一年度内に複数回 (2回まで)申請することができます。

ご留意頂きたい事項

◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

◆ 事業完了の期限は令和 4年 3月 31日です。

A問い合わせ先

◆「業務改善動成金コールセンター」を開設しましたので、お気軽にお問し

【受付時間】平日8:30～ 17:15 旧覇舌番号】03-6388
い 。

-6155
口

交付決定後、

提出した計画に

沿つて事業実施

交付申請書・事業実施計画な陸 、

最寄りの都道府県労働局に提出
※申請先は、各労働局雇用環境・均等部 (室 )

支給

労働局に

事業実施結果
を報告

審

査

働と有改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上酬こ取り組む者に対して、設備資金や

運転資金の融資を行つています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。 鰯
【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫
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1か月当たりの注文受け時間が約 12時間短縮



令和 3年 8月から

業務改善ロカ成金が使いやすくなります
『業務改善助成金』は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金 (事業場内最低賃

金)」 の引き上げを図る中小企業・Jヽ規模事業者を支援する助成金です。

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、業務改善助成金の内容を大幅に拡充します。

(③はコロナ禍により売上等が一定減少した事業主又は事業場内最低賃金900円未満の事業場に限る)

① 45円コースを新設
②年度内に 2回目の

申請が可能
③上限加算の対象人数

を10人まで拡大

対象者 (事業場 )

① 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

② 事業場規模100人以下

1甲 支給要件

① 賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること

② 引き上げ後の賃金額を支払うこと

③ 生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払

うこと

④ 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと

⑤ 10人以上の上限額区分を適用する場合のみ、ア叉はイに該当すること

ア 賃金要件 :事業場内最低賃金900円未満の事業場

イ 生産量要件 :売上高や生産量などの事業酒動を示す指標の直近 3か月間の月

平均値が前年または前々年の同じ月に比べて、300/o以上減少している事業者

・甲助成額

最大 450万円 (上記⑤のア又はイに該当する場合 最大 600万円)

1甲 助 成 率           
コ~スにより異なるので、言羊細は裏面を

呼
認してください

通常    生産性要件あり

1事業場内最低賃金
900円未満

4/5 9/″10

!900円以上 3/4 4/5

1甲 助成対象

設備投資 (機械設備、コンサルテイング導入や人材育成・教育副I練など)

※ PC、 スマホ、タブレツトの他、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象

(⑤のイの生産量要件に該当し、引き上げ額30円以上の場合に限る)

0厚 生 労 働 省 監 琶許 総 辞臨 詞 円 航

※ 「生産性」とは、企業の決算書類ブ〕`ら

算出した、労働者 1人当たりの付加価

値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書

類に基づく生産性と、その 3年度前の

決算書類に基づく生産性を比較し、伸

び率が一定水準を超えている場合等に、

加算して支給されます。
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各コース助成上限額

。45円コースを新設

・ 10人以上の上限区分を新設 1人 2～ 3人

引き上げる労働者数

4～ 6人   フ入以上  I 0人以上1

20円コース ¢o円以上弓|き上げ) 20万 円  30万円   50万円   フ0万円 80万円  I

30円 コース ●o円以上弓|き上げ) 30万 円  50万円   70万円  100万円 :120万円

45万円    70万円    100万円    150万円 180万円  I

60円コース

“

o円以上引き上げ) 60万 円  90万円  150万円  230万円 1300万円

90円コース (9o円以上引き上げ) 90万 円  150万円  270万円  450万円

IT活用事例

>POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

設備投資
>リ フト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

>顧客 。在庫 。中長票管理システムの導入による業務の効率化

I

600万円  l

…
 
…

 
…

 J

45円コース 徽5円以上引き上げ)

助

成

対

象

の

例

コンサル
テイング

>専門家による業務フロー見直しによる顧客 転率の向上 |

ロ

その他  >店 舗改装による配膳時間の短縮 など

この他にも業務改善助成金の活用事例は

厚生労働省 HPに掲載しています。 Ⅷ
甲手続きの流れ

申請書・事業実施計

画等を労働局へ提出
事業実施

事業実施

結果報告

審査

→ → → →

甲申請期限

令和 4年 1月 31日

田 【お問い合わせ】

令和 3年 8月 10日より業務改善助成金コールセンターを開設します。

電話番号 :03H6388山 6155(受付時間 平日8:30～ 17:15)

【申請窓口】事業場がある地域の都道府県労働局雇用環境均等部(室 )で受け付けています

交付決定

(R3.8.10)


